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はじめに 

 2018 年度税制改正により、「電子情報処理組織によ

る申告の特例」が創設され、一定の法人が行う法人

税等の申告は、e-Tax により提出しなければならない

こととされましたので、ご説明します。 

 

１. 電子申告義務化の対象法人の範囲 

① 内国法人のうち、事業年度開始の時において資本

金の額等が１億円を超える法人 

② 相互会社、投資法人及び特定目的会社 

※消費税及び地方消費税の場合は上記法人に 

加え、国・地方公共団体 

              

２.適用日 or 時期 

 2020 年 4月 1 日以後に開始する事業年度（課税期間） 

から適用となります。 

電子申告の義務化の適用開始時期一覧 

 
３.対象手続 

 確定申告書、中間（予定）申告書、仮決算の中間申

告書、修正申告書及び還付申告書。 

 

４. 電子申告義務化の注意事項 

 e-Tax 義務化の対象となる法人が、e-Tax により法定

申告期限までに申告書を提出せず、書面により申告し

た場合はその申告は無効なものとして取り扱われるこ

ととなり、無申告加算税の対象となります。 

※2期連続で法定申告期限に申告がない場合は、青色申

告の承認の取消対象となります。 

５. 対象税目 

国税 ：法人税及び地方法人税並びに消費税及び 

    地方消費税 

地方税：法人事業税、特別法人事業税及び法人住民税 

６. イメージデータで提出可能な添付書類 

 
※「勘定科目内訳明細書」、「財務諸表」など、電子デ

ータにより提出が可能な添付書類については、イメー

ジデータで提出することができません。 

７. e-Tax による申告の特例に係る届出書 

 電子申告の義務化の対象となる法人は、納税地の所

轄税務署長に対し、適用開始事業年度等を記載した届

出書「e-Tax による申告の特例に係る届出書」を提出す

る必要があります。なお、2020 年 3 月 31 日以前に設立

している 3月決算法人は、2020 年 4 月末が提出期限と

なります。ご留意ください。（届出書様式参考ＵＲＬ
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/ho

jin/annai/pdf/gimuka01.pdf） 

 

おわりに 

 電子申告義務化法人は、電子申告で提出しないと無申

告加算税が発生してしまいます。対応は早めにしておき

ましょう。（担当：渡邊）（文中内図表 出典：国税庁）  
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